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木村：「我が事」として考える人権教育の在り方について

「我が事」として考える人権教育の在り方について

木　村　和　美
（受付　₂₀₂₀ 年 ₁₀ 月 ₃₀ 日）

1.　問 題 の 所 在

　今日の日本社会には，さまざまな差別が存在している。現在，新型コロナウイルスの感染
拡大によって，感染者，濃厚接触者，医療・福祉従事者，そしてその家族等に対する差別や
偏見，いじめが社会問題化している。法務省と文部科学省は₂₀₂₀年 ₆月，「令和 ₂年版人権教
育・啓発白書」を刊行し，新たなトピックスとして「新型コロナウイルス感染症に関連した
差別や偏見・いじめへの取組」を取り上げている。「令和 ₂年版人権教育・啓発白書」には，
「本白書により，（中略）様々な人権問題について，自分以外の『誰か』のことではなく，自
分自身のこととして考えてもらえるよう，そして，『誰一人取り残さない』社会の実現に向け
て，人権について一層の理解を深めるきっかけにしていただければ幸いです」と記されてい
る。また，₂₀₂₀年 ₂ 月に発表された「東京₂₀₂₀公認　人権啓発キャッチコピーコンテスト」
（主催　法務省，全国人権擁護委員連合会）では，「『誰か』のこと　じゃない。」が最優秀作
品に選ばれ，人権啓発活動の重点目標として使用されている。「他人事」ではなく「我が事」
（自分の事）として考えることができる人権教育の在り方が求められている。
　しかし，「『他人事』ではなく『我が事』として考える人権教育の在り方」の模索は，今に
始まったことではない。被差別部落に対する厳しい差別の現実から始まった同和教育や，国
際的な潮流の中で発展していった人権教育においても，「他人事」の克服は大きな課題の一つ
であった。
　本稿では，日本における人権教育の課題から人権や差別が「他人事」となる要因を考察し，
「他人事」ではなく「我が事」として考えることができる人権教育の在り方について検討を行
う。

2.　日本における同和教育・人権教育の発展と課題

　日本では学校教育をはじめ，差別の解消に向けて種々の教育実践が行われてきた。平沢
（₂₀₀₉，p. ₈₁）は，「人権教育にはさまざまな考え方やアプローチがあるが，共通する枠組み
があるとすれば，それは，『人権教育の四つの側面』と呼ばれてきたものであろう」と述べて
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いる。「人権教育の四つの側面」とは，「人権のための教育」（education for human rights），
「人権としての教育」（education as human rights），「人権についての教育」（education on or 

about human rights），「人権を通じた教育」（education in or through human rights）である。
「人権のための教育」とは，「豊かな人権文化の構築・創造」に資することができる社会の担
い手を育成することである。「人権としての教育」とは，教育を受ける権利の確立，教育の機
会均等を目指すことである。「人権についての教育」とは，従来から人権学習と呼ばれて実践
されてきたものであり，人権に関する条約や法律，人権問題についての歴史や現状を学ぶこ
とである。「人権を通じた教育」とは，人権が尊重された雰囲気や関係性の中で教育が行われ
ることである。人権教育は，これら四つの側面がそれぞれ満たされながら進められるべきも
のであるが，本稿では主に「人権についての教育」に焦点を当てていく。
　平沢（₂₀₁₂）は「人権としての教育」が「人権についての教育」に先行するという国際的
な人権教育についての考え方から，同和教育の教育実践を人権教育の出発点としている。部
落問題の解決を目指した同和教育の教育実践は，₁₉₅₀年前後から始まる。全国的な部落解放
運動の盛り上がりのもと，₁₉₆₅年に同和対策審議会答申が出され，それを受けて₁₉₆₉年には
同和対策事業特別措置法が制定された。同和対策事業特別措置法の制定により，同和教育加
配教員や解放奨学金など，同和教育を支える財政基盤の法的根拠を得たのである。鐘ヶ江
（₁₉₉₅，p. ₃₁）は，「同和教育は，活動の具体的な課題や内容の違いから，大きく二つの側面
に分けることができる。その一つは，学力保障・進路保障の取り組みや識字教室など，『教育
達成の平等化』と名付けることができる側面であり，いま一つは，部落問題・人権問題に関
する授業や啓発活動など，『部落問題学習』と言われてきた側面である」と述べている。「教
育達成の平等化」が「人権としての教育」，「部落問題学習」が「人権についての教育」とな
る。鐘ヶ江（₁₉₉₅，p. ₃₂）は，部落問題学習が学校教育のカリキュラムの中に位置づけられ
るようになった経緯として，「同和教育副読本の制作・使用」と「一部の中学校社会科教科書
への部落問題に関する記述の掲載」を挙げており，「これらを背景にして，同和教育が進めら
れていた地域・学校では，副読本などを教材として使う特設授業や，社会科をはじめとする
教科学習の中での部落問題学習が活発に展開されるようになった」と説明している。鐘ヶ江
（₁₉₉₅，pp. ₃₃–₃₄）は，部落問題学習の成果として「部落問題についての“正しい”知識や
倫理観が子どもたちや地域住民の間に広がった」ことを挙げている。しかし，その一方，「部
落問題についての『認識の発達』にはある程度寄与しているものの，それが反・非差別行為
という『社会的実践』と結びついていないのである」としている。また，同和教育が大切に
してきた「差別の現実に深く学ぶ」ことについても，「差別事象は差別する側（者）が差別行
為を行って初めて成立するのである以上，『差別の現実』とはなにより差別する側の差別の仕
方，差別や差別意識の正当化のメカニズム，差別『問題』の『処理』の仕方などの現実であ
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り，それらを中心とした『差別・被差別の現実』に他ならない。それを取り違えて，『被差別
の現実』ばかりに目をやり，子どもたちや地域社会の状況を見据え，その変化を的確に捉え
た上でそれに対応する内容・方法を作りだそうとしてこなかった」と指摘している。田中
（₁₉₈₁，p. ₁₆₉）も解放教育運動（₁）に対して「一定の普及と定着のなかで，パターン化・マ
ンネリ化の傾向は否定できない」と指摘している。一方，江嶋（₁₉₈₅，p. ₂₅）は「三つのタ
の同和教育」（タテマエ，タテジワ，タニンゴト）と批判しており，教師や社会教育関係者が
「『ホンネで考えましょう』とタテマエを語る。『人間らしく明るい社会にしましょう』とタテ
ジワを寄せて語る。『自分の問題として考えましょう』とタニンゴトのように語る」ことは，
学習者に対して差別問題に向き合うことなく，「問題」として「処理する」方法を教えること
になっているのではないかという懸念を表している。
　以上のように同和教育の課題については，₁₉₈₀年代前半頃から「同和教育の形骸化・空洞
化」として盛んに議論されてきた。「反差別の教え込み」に陥りがちであった教育実践に「参
加体験型学習」を導入するなど，教育内容や教育方法の検討・工夫がなされてきたものの抜
本的な解決には至らず，同和教育を支える財政基盤の法的根拠となっていた同和対策事業に
係る一連の特別措置法が₂₀₀₂年 ₃ 月に期限切れを迎えることになる。
　時を同じくして，人権教育を推進しようとする世界的な潮流が起こっていた。契機となっ
たのは，₁₉₉₅年から始まった「人権教育のための国連₁₀年」である。その後「人権教育のた
めの世界プログラム」（第一段階：₂₀₀₅年～₂₀₀₉年，第二段階：₂₀₁₀年～₂₀₁₄年，第三段階：
₂₀₁₅年～₂₀₁₉年，第四段階：₂₀₂₀年～₂₀₂₄年）へと引き継がれている。国連の取り組みのも
と，各国においても人権教育の制度化が進んでいった。日本では₁₉₉₇年に「人権教育のため
の国連₁₀年」に関する国内行動計画が策定された。₂₀₀₀年には「人権教育及び人権啓発の推
進に関する法律」，₂₀₀₂年には「人権教育・啓発に関する基本計画」が出されるなど，人権教
育に関する制度的な枠組みが整備されていった。
　志水（₂₀₁₈，p. ₈）は，同和対策事業に係る一連の特別措置法が₂₀₀₂年 ₃ 月をもって失効
することが決まっていたこと，そして，₁₉₉₀年代半ばから人権教育推進の世界的潮流が起こっ
たことについて「偶発的に生じたこの ₂つの事情によって，『同和教育』から『人権教育』へ
と看板を掛け替えようというアイディアが生まれた。行政当局（文科省・地方教育委員会）
は，何としても人権教育を推進しなければ世界的潮流に乗り遅れるという危機感を抱いたに
違いない。他方，同和教育・解放教育推進派（教員・研究者）は，同和教育の灯を消しては
ならない，使えるものは何でも使おうというスタンスで，人権教育推進路線に『便乗』しよ
うとしたと推測できる」と述べている。一方，平沢（₁₉₉₇，pp. ₁₆–₁₇）は「『同和教育から
人権教育へ』『人権教育としての同和教育』という言い方は，国内外の人権教育と『共通語』
で語ることができる同和教育の体系をつくろうということです。また，もっとも質的に高い
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教育理論，教材，教育方法を同和教育に取り入れることによって，教育改革をリードするよ
うな実践を同和教育の中につくりだそうということです」と述べ，「同和教育から人権教育
へ」とすることの積極的な意味を強調している。
　その後，文部科学省は「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」にもとづき，₂₀₀₃年
に「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」を設置し，人権についての知的理解を深
めるとともに，人権感覚を十分に身に付けることを目指す人権教育の指導方法等の在り方を
中心に検討を行い，₂₀₀₄年に「人権教育の指導方法等の在り方について［第一次とりまと
め］」，₂₀₀₆年に［第二次とりまとめ］，₂₀₀₈年に［第三次とりまとめ］を公表した。［第三次
とりまとめ］では，人権教育の構造図が示されている（図 ₁）。志水（₂₀₁₈，p. ₁₀）は，「こ
のまとめをした有識者会議の一員として議論に参加させてもらったが，数回めあたりから，
大阪から選ばれた数人の委員（大学教員および地方行政担当者）が₁₅人ほどいるメンバー間
での議論をリードするようになっていったという記憶がある。なぜか。同和教育の蓄積があっ
たからに違いない。明示はされていないものの，この図 ₁には，次に見るような同和教育実
践との結びつきを感じ取ることができるのである」と述べ，「解放教育（＝同和教育）の到達
点」（志水　₂₀₁₈，p. ₁₀）として①集団づくりの原則，②部落問題学習，③解放の学力概念，
④教育と運動の結合の四点を示し，図 ₁との関連づけを行っている。図 ₁は日本各地で展開
されている人権教育の土台といえるものである。つまり，日本の人権教育は，長年にわたり
取り組まれてきた同和教育の教育実践を発展的に再構築することによって確立されていった
といえる。
　しかし，「正しい」知識を持つことによって部落問題に対する無知や偏見を解消しようとし
た同和教育に大きな影響を受けたことによって，人権教育も無知や偏見の克服に焦点が当た
ることになる。その弊害として，かどや（₂₀₀₈，p. ₂₇）は「偏見が差別をうむのは事実であ
るが，それは『偏見をもつことによってのみ，差別が生まれる』ことを意味しない。しかし，
（中略）『差別の（すべての）原因は偏見である』というメッセージを発してしまっているこ
とがおこりうる」とし，「たとえば，人間は『男性』と『女性』にわかれるとしんじているひ
と，つねに英語をもちいて，漢字をもちいて，あるいはこの文章のように文字をもちいて表
現しているひとのおおくに『差別意識』はない。だれかについて『偏見をもっている』とい
うこともない。しかし，そうした行為は状況・文脈によっては深刻な差別行為，人権侵害行
為でありうるのである」（₂）と述べている。三浦（₂₀₀₆，p. ₃）も同様に，「私たちがある種の
関係性のなかにおかれると，個々人のなかの偏見や差別意識の有無とは無関係に，差別に加
担させられたり，差別を引き起こしてしまうことがある」と指摘している。また，阿久澤
（₂₀₁₂，pp. ₄₅–₄₆）は日本の人権教育を「『思いやり・やさしさ・いたわり』型アプローチ」
とし，「思いやり」や「心」を強調することに対して「あたかも人権問題を『個人の心』の問
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題であるかのように位置づけ，その解決も『個人の心のもちよう』次第だというメッセージ
を発していることが問題なのである。そこには，そもそも国や自治体が人権侵害の加害者に
なるという発想もないし，国や自治体には，市民の人権を実現する責務があるという，基本

（文部科学省　₂₀₀₈）
図 1　人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］
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原理が見えてこない」ことを問題点としている。
　国連を中心とする国際社会の流れに後押しされつつも，同和教育を発展的に再構築すると
いう国内の事情のもと人権教育が確立していった日本では，同和教育において解決しきれな
かった課題が人権教育においても顕在化してしまったといえる。

3.　同和教育・人権教育の課題の分析

　日本における同和教育・人権教育の発展と課題について述べてきた。これらの課題から人
権や差別が「他人事」となる要因について検討していく。
　まず押さえておきたいのは，日本社会が持つ特徴である。鐘ヶ江（₁₉₉₅，p. ₃₆）は，「均
質な社会であるという神話のもとで同質性原理が支配している日本の社会においては，大多
数の人は『人権』によって『違い』が守られる必要性を感じない。そのため，日本人にとっ
て欧米から輸入された概念である『人権』は，『普通』ではない『異質』な人びと，人権侵害
を受けやすい『弱い』立場の人だけの問題であり，尊重してあげ守ってあげるものではあっ
ても，自分自身の課題ではない」と指摘している。日本に暮らす多くの「普通の人々」にとっ
て，そもそも人権は「他人事」から始まったのである。だからこそ，日本における人権教育
は，人権や差別を「我が事」としてとらえることができるような工夫を積極的に行っていか
なければならないのである。
　人権が「他人事」から始まった日本社会において，人権教育で「被差別の現実」に重きが
置かれたのは当然の流れだといえる。しかし，「普通の人々」にとっては，教えられる「被差
別の現実」が厳しければ厳しいほど差別は「非日常」なものであり，「別世界」の出来事であ
り，「他人事」になってしまう。好井（₂₀₀₆，pp. ₂₂₂–₂₂₃）は，ニュースで部落解放運動を
進めている当事者と，ある評論家との対談を視聴した際，評論家が「私はとくに厳しい差別
を受けた経験もないし，ひどい差別などしたことはありません。そういった意味で普通の人
間なんですが，そういった立場から，いろいろとお尋ねしたいと―」と切り出したことにつ
いて，「『差別を受けたり，差別をしたりする人間』は『普通ではない世界』を生きている人々
であり，差別なんかするはずのない『普通の人間』が生きている世界とは，別の世界なのだ
と。この語りは，暗にこういう見方を主張しているのである」と述べ，まさに「傍観者」の
主張であり，差別や排除という出来事から自分を限りなく遠ざける「防御」の営みであると
指摘している。
　また，「被差別の現実」を学び「正しい認識」を持つという学習方法が「反差別」という社
会規範が確立していった後も主流であったことによって，「普通の人々」は「私は，多くの社
会問題に常にアンテナをはっているし，人権問題などにも感性が鋭い。排除や差別などは，
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やはりそうしたアンテナもなく，人権感覚に乏しい特定の人々が引き起こす問題だ」（好井　
₂₀₀₅，p. ₁₃）という認識となり，「私は差別をするはずがない」という思考停止状態に陥っ
てしまっているではないだろうか。「無知による偏見から差別が生じる」という図式に頼りす
ぎてしまったことが，「偏見を持っていなければ差別は生じない」というメッセージになって
しまい，差別行為が個人の心の問題として理解されていると考えられる。佐藤（₂₀₁₈，pp. 

₁₅₄–₁₅₅）は，差別行為と偏見を同一視する考え方は差別問題をめぐる議論に混乱をもたら
し，「偏見の有無」が論点になり，不利益や不平等の改善が手つかずになってしまう可能性
や，「偏見の有無」を確認することは難しく，その人の行動から偏見があると「決めつける」
とさらなる葛藤や対立が生じる可能性があり，具体的な差別問題の解決が困難になることを
指摘している。「偏見など持っていない」と称する「普通の人々」が「差別の告発」を受ける
と，反論するために攻撃的な態度をとってしまったり，むしろ「これだから〇〇は」といっ
た偏見を強め「触らぬ神に祟りなし」というような忌避意識につながってしまうと考えられ
る。
　一方，差別行為を個人の心の問題に矮小化してしまったことによって，人権を実現するた
めの「責務の保持者」という視点を薄れさせることにもなっている。阿久澤（₂₀₁₂，p. ₃₉）
は「国際社会における人権教育とは，『市民を対象とする人権教育』と共に，これを実現する
『責務の保持者の研修』の両方を含む概念である。権利の保持者である市民（rights-holders）
が人権について学ぶだけでなく，人権を実現する責務を持つ側（duty-bearers）の意識と応答
力を研修によって高めなくては，人権は『絵に描いた餅』になってしまう，という認識から
である。とりわけ独裁・軍事政権による人権侵害を経験し，民主化を遂げた国々では，こう
した意識は強い。というのも，こうした国々では，警察や軍隊などが人権抑圧の装置となり，
人権侵害を『する側』にあったからである」と述べている。こうした考え方は国連の「人権
教育のための世界プログラム」にも反映されている。「人権教育のための世界プログラム」第
二段階では，市民の人権を実現する責務の保持者として「教員・教育者，公務員，法執行官，
軍関係者の人権研修」に焦点が当たり，第三段階では人権の促進及び保護における役割を持
つ「メディア専門家及びジャーナリストの人権研修」も記された。しかし，今日の日本では，
一歩間違えれば国家や警察などが人権侵害を「する側」になるという認識や公的機関が人権
救済を行うという認識が薄いため，「普通の人々」も「人権侵害の被害者になる」ということ
が想像しにくく，人権が「他人事」になってしまうのだといえる。

4.　「我が事」として考える人権教育の学習内容

　同和教育・人権教育の課題について検討した結果，「普通の人々」にとって人権や差別が
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「他人事」になる要因としては次の四点が挙げられる。

①「被差別の現実」を「別世界」のこととして受け止めている。
②「私は差別をするはずがない」という思考停止状態に陥っている。
③「触らぬ神に祟りなし」というような忌避意識がある。
④「人権侵害の被害者になる」ということが想像しにくい。

　これらの視点は，「他人事」ではなく「我が事」として考えることができる人権教育の在り
方について検討を行ううえで，重要な視点になると考えられる。では，それぞれの視点を克
服するための学習内容について検討する。
　①「被差別の現実」を「別世界」のこととして受け止めているのは，「差別」が不可視化さ
れているにもかかわらず，「被差別者の厳しい生活状況」に焦点が当たってしまっているため
であると考えられる。原因と過程があいまいなまま結果だけ扱うことは，差別とはどのよう
な行為なのか理解しないまま「自分はそんなひどいことはしなだろう」という意識を持たせ，
被差別者と自分の生活状況の差にばかり目がいってしまい，「被差別の立場に生まれなくてよ
かった」という思いを強めてしまう。この問題については，原因と過程，つまり不可視化さ
れている「差別のしくみ」について学び，差別とは具体的にはどのような行為で，差別者の
立場にならないためにはどうすればよいのかということを理解する必要がある。「差別のしく
み」を学ぶ教材としては，アメリカの小学校 ₃年生の子どもたちが人種差別について学ぶ実
験授業のドキュメンタリー映像『青い目　茶色い目～教室は目の色で分けられた～』（以下，
『青い目　茶色い目』）（₃）が適切であると考える。教師であるジェーン・エリオットは，クラ
スを青い目と茶色い目に分け，一日目は青い目の子どもの方が，二日目は茶色い目の子ども
の方が優れているとし，子どもたちに差別される体験をさせたのである。『青い目　茶色い
目』では，目の色を表現するだけの言葉だった「青い目」「茶色い目」に否定的な意味付けが
なされ，クラス全員がそのことを共有する状態になり，相手を侮蔑する言葉（差別語）に変
化していく過程が描かれている。また，エリオット先生が一日目と二日目では全く違うこと
を言っているにもかかわらず，差別の構図が崩れることはなかった。このことから，子ども
たちが「目の色による差別」を正当化し，差別の根拠や原因が「被差別者」に存在するのだ
と認識し，差別行為を行っていることが読み取れる。差別は「ただなんとなく存在している
もの」ではなく，「人」が引き起こし，「人」によって悪化するものだということがよく理解
できる。『青い目　茶色い目』を教材として用いることによって，差別は「別世界」のことで
はなく，「私」が引き起こしたり，悪化させたりするものなのだということが実感できるよう
になると考えられる。
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　②「私は差別するはずがない」という思考停止状態に陥っていることに対しては，佐藤
（₂₀₁₈）の「差別行為の三者関係モデル」（図 ₂）を学ぶことによって，「私も差別するかもし
れない」と考えることができるようになると思われる。佐藤（₂₀₁₈）は差別行為をモデル化
する際に，「差別者」（差別行為をする人），「被差別者」（排除される人），「共犯者」（同化さ
れる人）の三つの立場で表現している。ポイントは「共犯者」という立場である。佐藤
（₂₀₁₈）は差別行為を「排除」ととらえ，複数の人間が共同で行う行為であるとしている。そ
のため，「差別者」が同じ立場に立つことを要請するメッセージを送る「同化（行為）」が行
われるのである。同化メッセージはあいまいな形で送られるため，読み取りが難しく，気づ
いたら「共犯者」になっていることがある。例として，「差別者」からの同化メッセージに対
して「笑う」という反応をすることによって，「同化」を受け入れる（「共犯者」になる）と
いうメッセージになってしまうことが挙げられている。「私は差別するはずがない」と思い込
んでいる「普通の人々」に対して，「あなたも差別する可能性がある」といったとしても素直
に受け入れることはないだろう。それならば，「差別行為に巻き込まれ，『共犯者』になる可
能性がある」ことを学習内容として提示することによって，思考停止状態から抜け出すこと
ができると考える。
　③「触らぬ神に祟りなし」というような忌避意識の克服については，奥田（₂₀₀₆）が興味深
い分析を行っている。₂₀₀₅年に行われた「人権問題に関する府民意識調査」（大阪府）では，
被差別部落への厳しい差別意識の現状や根深い忌避意識が明らかになり，むしろ過去のデー
タに比べ悪化する傾向がみられた。奥田（₂₀₀₆，p. ₉）は「同和地区や同じ小学校にある物
件を避けること」の質問結果を取り上げ，他の質問（₄）とのクロス集計を行っている。「『結
婚差別を近い将来なくすことができると思いますか』との質問で，『完全になくすことができ

（佐藤　₂₀₁₈，p. ₇₃）
図 2　差別行為の三者関係モデル

差別者 

被差別者 
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る』と回答した人の場合，₄₁.₇％の人が不動産購入において『こだわらない』と回答してい
ます」，「『知り合いに差別解消や人権擁護に熱心に取り組んでいる人』がいる人の場合，『い
ずれにあってもこだわらない人』が₃₇.₂％とあり，周囲に熱心な人がいない場合の₁₈.₈％を
大きく上回っています」という結果等を示し，差別撤廃への展望を持っていること，部落差
別の現実を社会問題としてとらえること，網の目のごとく啓発リーダーを育成することが忌
避意識の克服に有効であると指摘している。「差別はなくすことができる」というメッセージ
を，今一度強く発信していく必要があるのではないだろうか。
　④「人権侵害の被害者になる」ということが想像しにくいのは，市民としてのリーガル・リ
テラシーの育成が十分に行われていないからだと考える。リーガル・リテラシーとは，「『法
識字』あるいは『法的識字能力』のことをいう。法律の存在を知り，その意味するところを
理解し，活用することができる能力」のことである（日本女性学習財団，₁₉₉₈）。₂₀₀₉年の裁
判員制度の導入，₂₀₁₆年の選挙権年齢の引き下げ，₂₀₂₂年に予定されている成年年齢の引き
下げ等によって，「普通の人々」や若者がこれまで以上に法律や政治に関わることになった。
こうした状況を踏まえ，法務省では法教育（₅）の普及・推進に取り組んでおり，学校教育に
おいても実践されている。また，文部科学省も消費者教育（₆）を推進しており，今日では，学
校教育において市民としてのリーガル・リテラシーの育成が目指されているといえる。「普通
の人々」が雇用環境の悪化や悪徳商法などによって「人権侵害の被害者」になる可能性を知
り，法律によって自らの権利を守る方法を知っておくことは非常に重要である。人権教育の
枠組みの中で総合的に実践していくことが効果的であるといえる。市民としてのリーガル・
リテラシーの育成を積極的に行うことによって，「人権侵害の被害者」になることが想像しに
くいということを克服できると考える。

5.　お　わ　り　に

　本稿では，日本における人権教育の課題から人権や差別が「他人事」となる要因を考察し，
「他人事」ではなく「我が事」として考えることができる人権教育の在り方について検討を
行った。これまでも同和教育・人権教育では「他人事」の克服は大きな課題の一つであった
が，学習内容を工夫することによって克服することができる可能性を示すことができたので
はないかと考える（表 ₁）。
　しかし，「他人事」になる要因である①と②に比べて③と④については具体的な学習内容を
提案することができなかった。また，詳細な学習活動の進め方（学習指導案や学習プログラ
ムの作成）についても検討を行うことができなかった。そのため，これら二点については今
後の課題としたい。
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　すべての人の人権が尊重される社会をつくるためには，人権教育の充実が不可欠である。
これからも，人権教育の在り方について検討を行っていきたい。

【注】

（₁） 　同和教育は，解放教育と呼ばれることもある。詳細については平沢（₂₀₀₉）を参照。
（₂） 　原文ママ。
（₃） 　『青い目　茶色い目～教室は目の色で分けられた～』は，アメリカのアイオワ州ライスビルという住民

のほとんどが白人の町にある小学校 ₃年生のクラスで行われた人種差別について学ぶ実験授業のドキュメ
ンタリー映像である。教師であるジェーン・エリオットはキング牧師の暗殺に衝撃を受け，「子どもたち
を差別意識というウイルスから守りたい」という思いから行われた。日本では₁₉₈₈年に NHKで放送され
た。実験授業の詳細についてはピータース（₁₉₈₈）を参照。

（₄） 　奥田（₂₀₀₅）が「同和地区や同じ小学校にある物件を避けること」とクロス集計を行った質問は，「差
別の現状認識と展望」（「同和地区の人たちは，結婚する際に反対されることがあると思いますか」「結婚
差別を近い将来なくすことができると思いますか」），「差別についての考え方」（「『差別の原因には，差別
される人の側に問題があることが多い』という考えについてあなたの意見は」），「日常生活の経験」（「『同
和地区の人はこわい』という話を聞いたことがありますか」「あなたの知り合いに差別解消や人権擁護に
熱心に取り組んでいる人はいますか」）である。

（₅） 　法務省によると法教育とは，「法律専門家ではない一般の人々が，法や司法制度，これらの基礎になっ
ている価値を理解し，法的なものの考え方を身につけるための教育」のことである。

（₆） 　文部科学省によると消費者教育とは，「食の安全・安心に関する問題，環境問題，悪質商法による被害
や多重債務など，消費生活に関する社会問題が深刻なものになっています。（中略）政府においても消費
者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備が進んできています。その中でも，消費者教育は，
国民の一人一人が自立した消費者として，安心して安全で豊かな消費生活を営むために重要な役割を担う
もの」である。
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③ 「触らぬ神に祟りなし」というような忌避意識がある。
「差別はなくすことができる」という強いメッセー
ジの発信

④ 「人権侵害の被害者になる」ということが想像しにくい。 市民としてのリーガル・リテラシーの育成
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Summary

A study on human rights education to think as my problem

Kazumi Kimura

This paper considers the factors that make human rights and discrimination someone 

else＇s problem from the issues of human rights education in Japan, and examines human rights 

education that can be considered as my problem instead of someone else＇s problem.

As a result of organizing the issues of Dowa education and human rights education in 

Japan, the following points were considered as factors.　First, ＂Normal people＂ regard the real-

ity of discrimination as another world.　Second, ＂Normal people＂ think ＂I cannot discriminate＂.　
Third, ＂Normal people＂ have a consciousness of avoidance such as ＂Let sleeping dogs lie＂.　
Last, ＂Normal people＂ do not imagine being victims of human rights abuses.

It was shown that these factors could be overcome by the following learning contents.　
The first is to learn the mechanism of discrimination by ＂A Class Divided＂.　The second is to 

learn the ＂tripartite relationship model of discrimination＂.　The third is to send a strong mes-

sage that discrimination can be eliminated.　The last is to learn legal literacy as a citizen.


